
 

 

長野県環境保全研究所における 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の検査対応と課題 
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1 はじめに 

 
新型コロナウイルス（以下「SARS-CoV-2」）によ

る新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」）
は，ヒトに呼吸器症状を引き起こす感染症で，2019 
年 12 月に中国湖北省武漢市において，原因不明の
肺炎症例として，世界保健機関（以下「WHO」）に
初めて報告された 1）．その後，わずか数か月ほどの
間に世界各地に感染は拡大し，2020 年 3 月 11 日
に WHO は COVID-19 をパンデミックとみなせる
と表明した 2）． 

我が国においては，2020 年 1 月 16 日 COVID-
19 に関連した肺炎患者の発生が初めて確認３）され
て以降，同年 1 月 30 日に国の新型インフルエンザ
等対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染
症対策本部（以下「新型コロナウイルス感染症対策
本部」）が設置され，同年 4 月には初めて対象地域の
都道府県知事が住民に対し行動制限を要請する緊急
事態宣言が発出されるなどの対応がなされたが，第
1 波から第 5 波へとウイルスの変異や人と人との交
流の変化もあり，流行が繰り返された． 

 第 6 波以降オミクロン株が主流となってくると，
若者の重症化リスクは低く，感染経路も会食の場か
ら家庭内などへ変わってきたため，令和 4 年（2022
年）9 月 8 日付４）で新型コロナウイルス感染症対策
本部通知が発出され，新たな行動制限を行わず，重
症化リスクのある高齢者等を守ることに重点を置い
て，感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る方針
へと対応が変更された． 

当所は，長野県内の感染症に関する行政検査を担
う施設であり，COVID-19 への対応として，SARS- 
 CoV-2 遺伝子検出検査の行政検査を 2020 年 2 月
3 日から開始した．国内での感染事例が次々に報道
されると，SARS-CoV-2 検出検査の依頼が急増した
ため，県内の検査体制について，信州大学医学部附

属病院や保健所との連携，医療機関や民間検査機関
等への検査の拡充が進められた．また，2020 年 12
月には，海外において新規変異株の検出が確認され
５），当所の検査は，感染性や重篤度が増す，あるい
はワクチン効果を弱めるなど性質が変化した可能性
のあるウイルス変異株の確認へと内容がシフトし，
2021 年 2 月 19 日から SARS-CoV-2 変異株 PCR 検
査を開始し，2022 年 3 月 7 日からは SARS-CoV-2
全ゲノム解析検査を開始した．  

そこで，今回，当所の SARS-CoV-2 検査対応につ
いて概要をまとめるとともに，今後の新興感染症の
検査体制や健康危機管理対応への課題について報告
する．  

 
2 流行状況と集計及び検査の概要 

 
2．1 流行状況と集計期間 

長野県の COVID-19 新規届出数の推移を図 1 に
示した．集計期間は，当所で SARS-CoV-2 の検査を
開始した 2020 年 2 月 3 日から 2022 年 10 月 31 日
までの期間を対象とした．長野県で示している第 1
波から第 7 波の区分６）に合わせ，「第 1 波前」，「第
1 波」，「第 2 波」，「第 3 波」，「第 4 波」，「第 5 波」，
「第 6 波」，「第 7 波」，「第 7 波後」と区分けした（表１）． 

 
表１ 長野県の新型コロナウイルス感染症の 

流行区分 

 1 長野県環境保全研究所 感染症部 〒380-0944 長野市安茂里米村 1978 
2 長野県長野保健福祉事務所 検査課 〒380-0936 長野市中御所岡田 98-1 

流行区分 期　間
　第１波前 　2020年2月3日   ～ 2020年2月24日
　第１波 　2020年2月25日 ～ 2020年5月31日
　第２波 　2020年6月1日   ～ 2020年10月31日
　第３波 　2020年11月1日 ～ 2021年2月28日
　第４波 　2021年3月1日   ～ 2021年6月30日
　　第５波 　2021年7月1日   ～ 2021年12月31日

　第６波 　2022年1月1日   ～ 2022年6月30日
　第７波 　2022年7月1日   ～ 2022年9月25日
　第７波後 　2022年9月26日 ～ 2022年10月31日
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2．2 検査区分 
調査期間内に，長野県健康福祉部感染症対策課（以

下「感染症対策課」）から当所に依頼のあった
COVID-19 に関連する検査は，「SARS-CoV-2 遺伝

子検出検査」，「SARS-CoV-2 変異株 PCR 検査」，
「SARS-CoV-2 全ゲノム解析検査」で，検査の実施
期間を図 1 に，検査の概要を図２に示した． 

図１ 長野県の COVID-19 新規届出数の推移及び当所の SARS-CoV-2 遺伝子検査の実施期間 

図 2 SARS-CoV-2 遺伝子検査の概要 
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2．3 検体受付から RNA抽出 
当所に搬入された検体は，まず陰圧検査室（BSL3）

にて受付を行った．事前に感染症対策課から届いた
検査依頼書と，検体に記載されている名前，検体種
を複数名により確認し，当所で使用する番号を検体
に記入した．各検体は混和後，遠心してその上清を
検体とした．喀痰及び唾液検体は，「病原体検出マニ
ュアル SARS-CoV-2 遺伝子検査・ウイルス分離マニ
ュアル」７）に準じて，リン酸緩衝生理食塩水で粘性
を少なくしたのち混和，遠心してその上清を検体と
した． 
抽出方法はスピンカラム法（QIAamp Viral RNA 

Mini kit:QIAGEN 社）と磁気ビーズ法（MagDEA 
Dx SV :Precision System Science 社）を併用し，2
種の RNA 抽出キットの溶解溶液に各々検体を添加
した．添加した検体は，抽出用機器を整備した検査
室（BSL2）に運び，各メーカーの自動核酸精製装
置により RNA 精製抽出を行った． 

 
2．4 SARS-CoV-2遺伝子検出検査 

COVID-19 に関連する遺伝子検査は，「病原体検
出マニュアル SARS-CoV-2 遺伝子検査・ウイルス分
離マニュアル」７）及び「SARS コロナウイルス核酸
キット」８）に準じて SARS-CoV-2 の N 遺伝子をタ
ーゲットとしたリアルタイム RT-PCR 法で実施し
た．「SARS-CoV-2 遺伝子検出検査」は，COVID-19
感染疑い，濃厚接触者の感染の有無，陰性化確認，
経過観察等を目的としての検査依頼であったが，今
回は COVID-19 感染疑い及び濃厚接触者の感染の
有無を目的とした検体に絞り，流行期間の区分を検
体採取日とし，検体の種類別に集計した．  

 
2．5 SARS-CoV-2変異株 PCR検査 
わが国では，国立感染症研究所（以下「感染研」） 

が，WHO 等の国際ネットワーク機関の変異株に関
する情報等から，国内の公衆衛生上におけるリスク
のある変異株について評価を行っている．リスクの
ある変異株については，厚生労働省が各都道府県に
対して，変異株発生の早期探知のための検査体制の
強化を要請している９）． 
感染研から最初にリスク評価が行われた変異株は，

PANGO 系統表記（国際的な系統分類命名法）の
B.1.1.7 系統（アルファ株）で 10），感染性の変化に最
も影響を与えうると考えられるアミノ酸変異が

N501Y であったことから，当所では，N501Y 変異
PCR 検査を 2021 年 2 月から実施した． 
世界各地で再び感染が拡大すると，L452R の変異

を有するデルタ株の割合が増加し，2021 年 4 月に
は，国内でも初めて B.1.617 系統（デルタ株）の
SARS-CoV-2 が確認 11）された．このウイルス株は，
感染・伝播のしやすさが B.1.1.7 系統（アルファ株）
よりも高いとみられたため，次にリスクのある変異
株として対象となった 12）． 
厚生労働省は各都道府県に対して，再び変異株発

生の早期探知のための検査体制の強化を要請した
13）．その内容は，N501Y 変異に代えて L452R 変異
を確認するための PCR 検査を実施する要請であっ
たことから，N501Y 変異検査を終了し，L452R 変異
検査を 2021 年 6 月から開始し，デルタ株の監視強
化要請に対応した． 

SARS-CoV-2 変異株 PCR 検査は，感染研の
「SARS-CoV-2 Spike 変異の検出」14）,15）及び「新型
コロナウイルス（SARS-CoV-2）変異検出用試薬」16）

～18）を用いて実施した．結果については，流行期間
の区分を検体採取日として，検査数及び結果につい
て集計した． 

 
2．6 SARS-CoV-2全ゲノム解析検査 

SARS-CoV-2 全ゲノム解析検査は，ウイルスのす
べての塩基配列を確認できるため，単一変異を探知
する SARS-CoV-2 変異株 PCR 検査とは異なり，様々
な変異株の発生動向を広く監視することが可能であ
る．当初は，感染経路の確定と集団発生の探知を目
的としたゲノム解析を行う必要があることから，陽
性検体の RNA 抽出液を感染研に送付するよう厚生
労働省から各自治体に対して協力依頼９）があり，当
所ではゲノム解析のための検体を送付していた．  
 国内で感染の波が繰り返されると，その目的は
様々な変異株の発生動向を広く監視することへと変
化し 19），自治体主体のゲノム検査体制強化を目指す
こととなった．このため，厚生労働省から，全国的
に地域の偏りがないようにすべての自治体に対して
総検査数（週）の 5～10％分を目安として検査を実
施するように要請があった 20）． 
当所においても全ゲノム解析検査体制を確立すべ

く，機器や必要となる試薬の購入，検査室の整備，
技術研修への参加等を進め，2022 年 3 月 7 日から
検査を開始した． 
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長野県では，一足早く信州大学医学部附属病院が
全ゲノム解析検査を開始し，最終的には北部エリア
の検体を当所に，その他のエリアの検体を信州大学
医学部附属病院に搬入し，検査を実施後，解析デー
タを感染症対策課で取りまとめることとした．  
全ゲノム解析検査は，感染研から示されたプロト

コル 21）により実施した．当所から感染研に送付した
検体及び当所で解析検査を実施した検査数のみ，流
行区分を検体採取日として分類し，PANGO 系統別
に集計した． 

 
3 検査体制の整備 
 
3．1 SARS-CoV-2遺伝子検査の立ち上げ 
中国での原因不明の肺炎事例が WHO に報告され

た 2019 年 12 月 31 日 1）から，当所の SARS-CoV-2
遺伝子検出検査を開始した 2020 年 2 月 3 日まで，
要した期間は約 1 か月であった．この間に，感染研
から検体採取・輸送マニュアル 22），遺伝子検出検査
法７）が示されると，当所感染症部ウイルス担当者が，
感染リスクの評価を行い，検体の受付から報告まで
の一連の流れについて，検査実施標準作業書（SOP）
を作成した．同時に，ガウンや手袋などの必要物品
の在庫量を確認し，検査に備えた． 
 
3．2 SARS-CoV-2遺伝子検査数拡充への対応 
第１波から第 4 波までは，検体処理数を増加させ

る対応に重点をおいた． 
機器の充実を図るため，受付・前処理工程には安

全キャビネットと遠心機，RNA 抽出には自動核酸精
製装置，遺伝子検査には安全キャビネットとリアル
タイム PCR 装置を整備した．また，他の目的で使用
していた部屋を検査室として活用できるよう改装し，
自動核酸精製用の検査室とした． 
物資の調達では第 1 波による流行が始まった時期

から，当所が保健所の検体採取に必要な綿棒や容器，
器材の調達を担った．また，検査数増加を見越して
検体採取用に必要な綿棒や容器，輸送に必要な感染
性輸送用容器，検体受付・前処理に必要な防護用品
（ガウン，手袋，マスク，フェイスシールド等），遺
伝子検査に必要な検査試薬やチップ，チューブ等の
消耗品，各検査に必要な試薬やアルコール，手洗い
用せっけん等の早期備蓄を進めたことで，全世界的
な COVID-19 流行と，行動制限等により不安定とな

った物流の影響で検査が止まる事態は避けられた．   
SARS-CoV-2 変異株 PCR 検査は，SARS-CoV-2 遺

伝子検出検査と機器及び消耗品が共通であったこと
から，備蓄したもので対応できたため，検査に必要
な試薬のみ購入した． 
 
3．3 SARS-CoV-2全ゲノム解析検査への対応 
第 4 波から第 6 波は，新たに開始する全ゲノム解

析検査の導入に向けた体制整備に重点をおいた．機
器は新たに必要となる次世代シーケンサー，専用パ
ソコン，クリーンベンチ，サーマルサイクラー，核
酸濃度測定装置，冷蔵庫，冷凍庫等を整備した．全
ゲノム解析検査は，扱うデータ量が大きいため，処
理能力の高いパソコンが必要であったが，世界的な
半導体供給不足の影響により，納品に時間がかかっ
た．消耗品は，第 4 波までに備蓄したもので対応で
きたため，検査に必要な試薬のみ購入した．  
全ゲノム解析検査を行う検査室は，高濃度の DNA

を取り扱う作業があり，コンタミネーションが起こ
らないように検査者の動線を考えて，検査室の配置
換えを行った． 

 
3．4 他機関との連携 
 感染研からは，検査開始時に SARS-CoV-2 の遺伝
子検査に必要な検査試薬の配布，検査法の提供につ
いて技術支援があった．また，検体採取・輸送マニ
ュアル 23）や，変異株に対するリスク評価など多岐に
わたり情報提供等があった．全ゲノム解析検査は，
Web による技術研修及び実地研修が数回開催され，
検査手技からデータ解析までの一連の流れを習得し
た．地方衛生研究所（以下「地衛研」）間では，プラ
イマー領域の変異情報や新たに購入した機器の状況
などについて，メーリングリストにより活発な情報 
交換が行われた． 
 
3．5 人員の確保及び人材育成 
第 1 波以降は，休日夜間に検査業務を担う職員が

必要であり，ウイルス検査担当者だけではなく，細
菌検査担当者も検査員に加わった．検査数の増加に
伴い，検体搬入時間を午前と午後の 2 回に変更した．
そのため，出勤時間をずらして対応にあたることと
なり，更に人員が不足し，過去に遺伝子検査の経験
があり即戦力となる者，ウイルス検査に関する専門
的知識がなくても遺伝子検査を経験したことのある
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者，物品・試薬の納品や検査結果報告の補助等の業
務に協力いただける者など，所内から集い，継続的
な協力をいただいた．また，松本及び長野保健所検
査課の臨床検査技師には兼務の人事発令により，協
力をいただいた． 
 
4 結果・考察 

 
4．1 SARS-CoV-2遺伝子検出検査 

当所に搬入された検査数を表２に示した．検査総
数は，10,415 検体で 821 検体が陽性であった．検査
数が最も多かったのは第 3 波から第 4 波で，COVID-
19 の特徴が少しずつ理解され，いかに早く集団発生
を探知し，収束のための対策が構築できるか模索し
ていた時期であったことから，検査数が増加したと
考えられた． 

第 5 波以降は，大型機器の導入や，体外診断用医
薬品の承認が進み抗原検査法等が整備されたため，
医療機関や民間検査機関等へと検査が移行し，当所
の検査数は減少したと考えられた． 

今回の検査数には含まれていないが，SARS-CoV-
2 遺伝子検出検査を開始した当初は，感染症法によ
る退院基準を確認する目的で，遺伝子検査を実施し
ていた時期もあったが，国内での感染が拡大すると，
退院基準が変更となり確認検査は縮小された．  

検 体 種 の 内 訳 は ， 鼻 咽 頭 ぬ ぐ い 液 が 9,299 件
（89.3%），唾液が 805 件（7.7%），喀痰が 217 件
（2.1%），咽頭ぬぐい液が 52 件（0.5%），鼻腔ぬぐ
い液が 36 件（0.3%），その他 6 件（0.1%）であっ
た．第 1 波前では咽頭ぬぐい液が 54.2%と最も多か
ったが，第 1 波から第 5 波は鼻咽頭ぬぐい液が 85％
以上（86.1~99.4%）を占めた． 

SARS-CoV-2 検査の検体は，「2019-nCoV（新型コ 
ロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マ
ニュアル（随時改定）」22）～25）に準じて採取されたた
め，検体の種類は鼻咽頭ぬぐい液，喀痰，唾液，鼻
腔ぬぐい液，咽頭ぬぐい液等が搬入されていた．  

第 1 波前から第 1 波の時期は，SARS-CoV-2 の病
原体診断が確立されていない時期であったため，近
縁の SARS-CoV や MERS に対する病原体診断を参
考に，上気道由来検体（咽頭ぬぐい液）が最優先の
検体として示された 22）．2020 年 1 月 24 日更新版 23）

では，下気道にウイルス量が多いことが報告された
ため喀痰が最優先検体となり，同年 4 月 16 日更新
版 24）では，下気道検体の採取が難しい場合の検体が
咽頭ぬぐい液から鼻咽頭ぬぐい液に変更となり，同
年 6 月 2 日更新版 25）では，唾液でのウイルス検出
率も比較的高いことが報告されたため，第 2 波以降
に唾液検体が含まれることとなった． 

唾液は自己採取が可能な検体ではあるが，採取が
難しい小児や高齢者などへの採取について，地衛研
間のメーリングリストを活用し，情報交換が行われた． 
 
4．2 SARS-CoV-2変異株 PCR検査 

「SARS-CoV-2 spike 変異の検出」を目的として，
当所に搬入された検体は表３のとおりであった．厚
生労働省からの要請は，アルファ株が増加した第 4
波にあたる期間で，N501Y 変異株 PCR 検査は 842
件中陽性数が 553 件であった．第 4 波後半から
L452R 変異株 PCR 検査の依頼に切り替わり，検査
数は 3,120 件で陽性数が 1,322 件であった．L452R
変異株 PCR 検査の依頼が多かった期間は，デルタ
株やオミクロン株が増加した第 5 波から第 6 波であ
った． 

 

表 2 SARS-CoV-2 遺伝子検出検査数 
 

検査数 陽性数 検査数 陽性数 検査数 陽性数 検査数 陽性数 検査数 陽性数 検査数 陽性数 検査数 陽性数 陽性率(%)
第1波前 32 1 23 1 1 0 - - 3 0 - - 59 2 3.4
第1波 20 0 174 4 1,413 56 - - 30 1 5 1 1,642 62 3.8
第2波 - - 19 2 1,562 82 127 4 - - - - 1,708 88 5.2
第3波 - - 1 0 3,881 400 456 8 1 1 1 1 4,340 410 9.4
第4波 - - - - 2,284 229 221 2 2 1 - - 2,507 232 9.3
第5波 - - - - 158 27 1 0 - - - - 159 27 17.0
合計 52 1 217 7 9,299 794 805 14 36 3 6 2 10,415 821

注1) －は検体なし
注2) 検体採取日での集計
注3) 第6波以降は医療機関，民間検査機関等の体制が整備されたため，当所への搬入はなし
注4) 経過観察及び陰性確認の検査数，陽性数は除く

流行区分
合計鼻咽頭ぬぐい液喀痰 唾液 鼻腔ぬぐい液咽頭ぬぐい液 その他
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表 3 SARS-CoV-2 変異株 PCR 検査件数 

 
4．3 SARS-CoV-2全ゲノム解析検査 

全ゲノム解析検査の検査対象は，感染症対策課で
選定し，当所実施分が 821 件，感染研搬入分が 1,274
件，合計 2,095 件であった（表 4）． 

第 1 波では，B.1.1 系統，第 2 波から第 3 波にか
けて B.1.1.214 系統及び B.1.1.284 系統，第４波は
B.1.1.7（アルファ株）系統及び R.1 系統，第 5 波は
AY.29（デルタ株）系統，第 6 波は BA.1 系統及び
BA.2（オミクロン株）系統，第 7 波は BA.5（オミク
ロン株）系統が主流となっていた． 

 
4．4  検査体制整備 
4.4.1 SARS-CoV-2遺伝子検査 

SARS-CoV-2 遺伝子検出検査及び変異株 PCR 検
査の立ち上げは，過去の経験から，想定していた範
囲内であったため，滞りなく進めることができた．
しかし，県内で感染が拡大し，検査数が増加してく
るとその状況は一変し，準備不足を感じた．消耗品
や検査試薬は，流通が不安定で通常購入の公募では
不落となるものが多く，一部備蓄していたことが役
立った．今回のような世界規模で発生する感染症で

は，検査試薬，プラスチック製品，マスク，ガウン
などの防護用品，検体採取容器や綿棒等世界共通で
使用する物資（特に輸入品）が不足し，代替品での
対応も余儀なくされ，納品にもかなり時間がかかっ
た．また，検査機器の購入では，世界的な需要の高
まりによる供給不足等の影響により，こちらも納品
に時間がかかった． 

このような状況は，医療品卸事業者等の協力によ
り，複数メーカー製品の紹介を受け分散購入するこ
とや，早めの発注等により対応し，検査が滞ること
を防ぐことができた．今後，一定の検査数に対応で
きる備蓄量や備蓄場所について，整理していく必要
性を感じた． 
 
4.4.2 他機関との連携 
 感染研や地衛研とは，平時から検査技術や情報発
信等に関してのネットワークができていたため，新
しい検査法であった全ゲノム解析検査を導入する際
にも協力が得られ，開始することができた．また，
メーリングリストによる意見交換は，困ったことを
相談することが可能であったため，不安を解消する
ことができた．今後も，このような研究所間の連携
は必要であり，新たな検査法を導入する事態が生じ
た場合など情報共有し役立てたいと感じた．  

一方で，医療機関や民間検査機関等とは，COVID-
19 が発生する以前は連携する機会が少なかった．し
かし，今回の経験を通してネットワークが作られ，
行政の検査機関から医療機関や民間検査機関へ遺伝
子検出検査をシフトすることができた．これにより
検査の一極集中が避けられ，当所は全ゲノム解析検
査をスムーズに開始することが可能になった．この
一連の対応は，大学や民間の検査機関と自治体が連
携して取り組む検査体制の構築が一歩前進したと考  

 
表 4 SARS-CoV-2 全ゲノム解析検査数及び検出された主な PANGO 系統 

検査数 変異検出数 検査数 変異検出数
第1波 - - - -
第2波 - - - -
第3波 - - - -
第4波 842 553 43 0
第5波 - - 903 792
第6波 - - 1,810 194
第7波 - - 364 336
合計 842 553 3,120 1,322

　注1) －は検体なし
　注2) 検体採取日で集計

流行区分
N501Y L452R

B.1.1.7 B.1.617.2 AY.29* AY.75.3* BA.1.1.2 BA.2 BA.2.3 BA.2.10 BA.2.29 BA.4.1 BA.5.1 BA.5.2 BA.5.2.1 BF.5**
アルファ株

第1波前 - 1 1
第1波 - 38 1 23
第2波 - 85 61 24
第3波 - 244 128 112 3
第4波 - 575 7 283 278 1
第5波 17 322 73 246 19
第6波 402 9 7 67 67 28 25 133 1
第7波 284 - 2 8 6 11 69 67 53

第7波後 118 - 2 26 32 31
合計 821 1,274 2 23 196 136 286 351 1 253 19 67 67 30 25 141 7 13 95 99 84

注1) －は検体なし
注2) 検体採取日で集計
注3) PANGO系統(pango lineage)は、新型コロナウイルスに関して用いられる国際的な系統分類命名法
注4) *AY.29及びAY.75.3系統は，B.1.617.2 (デルタ株)の亜系統．**BF.5はBA.5.2系統の亜系統．

検出された主なPANGO系統
流行区分

検査数

当所 感染研 B.1.12 B.1.1 B.1.1.214 B.1.1.284 R.1
デルタ株 オミクロン株
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えられ，今後も，平時から連携を深めていく必要が
あると思われた． 
 
4.4.3 人員の確保及び人材育成 
 今回の COVID-19 を経験して，検査数が増加した
場合に検査員は必ず不足する．しかし，緊急時に感
染症に関する知識や技術力を持つ人材を急遽育成す
ることは困難であることから，平時から，具体的な
応援体制を検討しておく必要性を感じた．また，緊
急時には現場が混乱しており，先読みしながら全体
を把握し決断していくことがとても重要なため，そ
のような人材も必要であると感じた． 
 
5 まとめ 

 
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律等の一部を改正する法律」（令和４年法律
第 96 号）26）により，地衛研には，「新しい感染症が
発生したときは，医療機関，民間検査機関等が検査
体制を整備するための一定の時間が必要であるため，
それまでの初期の検査を行政として実施」する責務
が生じてくる． 
パンデミック時の行政検査は，検査能力を短期間

に拡充できる体制にシフトする必要があり，今回の
COVID-19 では医療機関や民間検査機関等への移
行までに 1 年半ほどの期間を要した． 

COVID-19 の原因となったヒトコロナウイルス
は，1960 年代にかぜの原因ウイルスとしての 2 種類
のヒトコロナウイルス（HCoV-229E，HCoV-OC43）
が発見されており，2000 年代に入ってからは約 10
年おきに重症肺炎の原因となる 3 種類のコロナウイ
ルス（SARS-CoV，MERS，SARS-CoV-2）とかぜの
原因となる 2 種類のコロナウイルス（hCoV-NL63，
HCoV-HKU1）が相次いで発見されており 27），今後
も新たなウイルスが発見される可能性は否定できな
い．そのため，今回の経験を活かし，事前にできる
準備を着々と進め，より早く緊急時の検査体制にシ
フトできるような方法を考えておく必要があると感
じた．また，当所は研究機関であることから，感染
症発生動向調査で現状を把握し，県民に役立つ研究
やそれに関する情報発信を行えるようにしていくこ
とも必要と感じた． 
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